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令和６年度
北区の介護予防・生活支援サービスの見直しについて

令和６年５月
北区福祉部 長寿支援課
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本日の内容

１．報酬改定の考え方

２．令和６年度見直し後の基準について
４月改定 予防訪問サービス

いきいき生活援助サービス
予防通所サービス

６月改定 処遇改善加算

３．運営基準の見直しについて
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１．報酬改定の考え方

3

報酬改定の考え方

4

１．国に合わせた報酬改定
➢ 複雑な報酬体系を国・区で一本化し、分かりやすい報酬へ

２．介護給付との整合
➢ 算定要件を介護サービスと同様とし、算定の負担を軽減

３．国の改定時期と合わせた改定
➢ タイムラグを無くし、自治体間の影響を最小限に
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２．令和６年度見直し後の基準について

４月改定
予防訪問サービス
いきいき生活援助サービス
予防通所サービス

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）①

6

○基本報酬 ２４８単位 → ２８７単位 標準的な内容の訪問型サービス
（老計10号に記載のある身体介護に該当するサービスを提供した場合）

→  ２２０単位 生活援助中心（新設）
（老計10号に記載のある家事援助に該当するサービスを提供した場合）

１回あたり６０分以内、１日１回
事業対象者 ： 週１回（月５回上限）
要支援１ ： 週１回（月５回上限）、週２回（月１０回上限）
要支援２ ： 週１回（月５回上限）、週２回（月１０回上限）※必要な場合は週３まで可。

※単価の設定にあたっては、国の単位数と合わせて調整しています。

基本報酬が「標準的な内容の訪問型サービス」と「生活援助中心」の二つに分かれたため、
サービス実施日ごとに、提供したサービスの基本報酬を選択する必要があります。
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専門職が支援

老計１０号の身体介護（※1）を提供する場合

身体介護が
必要な方

（身体介護のみ、または
身体介護＋生活援助）

いきいき生活援助サービス
２２０単位

予防訪問サービス

２87単位

※１身体介護の定義は、老計１０号（「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」平成12年3月17日厚生労働省老健局老人福祉計画課長通知）による

新規の方

生活援助のみを提供する場合

生活援助員がいる訪問介
護事業所又はシルバー人
材センターへご相談くだ
さい。１４時間の研

修修了者(生
活援助員）が
行うサービス
です。

北区独自訪問型サービスの利用の流れ
入浴介助、外出介助、自立生活
支援のための見守り的援助（利
用者と一緒に手助けしながら行
う調理など）など
※令和５年度まで身体介護加算
を取得していた方はこちらです。

※ケアマネジメントにより利用
するサービスを決定します。
日によって利用したサービス
が異なる場合、その日ごとに
該当するサービスの請求を
行ってください。

生活援助員により
提供できることを確認

7

予防訪問サービス(生活援助中心)

２２０単位

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）②

8

〇同一建物減算（標準的な内容の訪問型サービス）
２２３単位 → 基本報酬 + −２９単位（基本報酬の１０％相当減算）

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月当たり２０人以上の場合）

→ 基本報酬 + −４３単位（基本報酬の１５％相当減算）（新設）
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月当たり５０人以上の場合）

→ 基本報酬 + −３４単位（基本報酬の１２％相当減算）（新設）
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の利用者の割合が１００分の９０以上の場合）

※支給限度基準額の管理 減算後の単位数 → 減算前の単位数

※中段、下段の②を削除しました。
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令和６年度４月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）③
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〇同一建物減算（生活援助中心）
２２３単位 → 基本報酬 + −２２単位（基本報酬の１０％相当減算）

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月当たり２０人以上の場合）

→ 基本報酬 + −３３単位（基本報酬の１５％相当減算）（新設）
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月当たり５０人以上の場合）

→ 基本報酬 + −２６単位（基本報酬の１２％相当減算）（新設）
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の利用者の割合が１００分の９０以上の場合）

※支給限度基準額の管理 減算後の単位数 → 減算前の単位数

※中段、下段の②を削除しました。

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）④

10

○初回加算 ２００単位（変更なし）

○生活機能向上連携加算（変更なし）
①生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位
②生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位

○身体介護加算
①身体介護加算（Ⅰ） ２５単位 → 廃止
②身体介護加算（Ⅱ） ２０単位 → 廃止
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令和６年度４月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）⑤

11

新設
○高齢者虐待防止措置未実施減算

標準的な内容の訪問型サービス −３単位（基本報酬の１％相当減算）
生活援助中心 −２単位（基本報酬の１％相当減算）
※虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に減算。
※総合事業は、率での設定ができないため、単位数で設定をしています。

○口腔連携強化加算 ５０単位
口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、
歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した
場合に、１月に１回に限り所定単位数を加算。
※訪問介護における口腔連携強化加算の要件と同様。

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）⑥

12

改定前 改定後
介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ３７単位 ３９単位
介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ２７単位 ２９単位

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） １５単位 １６単位

介護職員等特定処遇改善加（Ⅰ） １７単位 １８単位
介護職員等特定処遇改善加（Ⅱ） １１単位 １２単位

介護職員等ベースアップ支援加算 ６単位 ７単位

※総合事業は、率での設定ができないため、単位数で設定をしています。
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令和６年度４月の見直し後の基準
（いきいき生活援助サービス）①

13

○基本報酬 ２２５単位 → ２２０単位
１回あたり６０分以内、１日１回

事業対象者 ： 週１回（月５回上限）
要支援１ ： 週１回（月５回上限）、週２回（月１０回上限）
要支援２ ： 週１回（月５回上限）、週２回（月１０回上限）
※要支援の方のみ、必要とされる方は、週３回まで可。

新設
○高齢者虐待防止措置未実施減算 −２単位（基本報酬の１％相当減算）

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合

○初回加算 ２００単位（変更なし）
※いきいき生活援助サービスは、区が実施する研修の修了者が行うサービスのため、

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は設定をしていません。

14

令和６年度４月の見直し後の基準
（いきいき生活援助サービス）②

〇同一建物減算
２２３単位 → 基本報酬 + −２２単位（基本報酬の１０％相当減算）

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月当たり２０人以上の場合）

→ 基本報酬 + −３３単位（基本報酬の１５％相当減算）（新設）
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月当たり５０人以上の場合）

→ 基本報酬 + −２６単位（基本報酬の１２％相当減算）（新設）
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の利用者の割合が１００分の９０以上の場合）

※支給限度基準額の管理 減算後の単位数 → 減算前の単位数

※中段、下段の②を削除しました。
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○基本報酬 要支援１・事業対象者 ３５４単位 → ４０６単位
（１週に１回を限度）

要支援２・事業対象者 ３６５単位 → ４１７単位
（１週に２回を限度）

※単位の設定にあたっては、入浴介助加算の単位数と合わせて調整しています。
※１回当たりの所要時間 ２時間以上

【定員超過・人員欠員の減算】
要支援１・事業対象者 ２４８単位 → ２８４単位

（基本報酬の７０％相当）
要支援２・事業対象者 ２５６単位 → ２９２単位

（基本報酬の７０％相当）

【同一建物減算・送迎減算】 設定なし

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防通所サービス）①

16

○入浴介助加算 ３０単位（変更なし）
※単位数を減額した分を基本報酬に加えています。
※基本的な算定要件の変更はありません。

○若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位（変更なし）

○生活機能向上グループ活動加算 １００単位（変更なし）

○運動器機能向上加算 ２３０単位 → 廃止 ※基本報酬に内包されました。

〇事業所評価加算 １２５単位 → 廃止

○生活機能向上連携加算 （Ⅰ）１００単位（変更なし）
（Ⅱ）２００単位（変更なし）

※運動器機能向上加算を算定の場合は１００単位 → 廃止

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防通所サービス）②



9

17

○科学的介護推進体制加算 ４０単位（変更なし）

○栄養アセスメント加算 ５０単位（変更なし）

○栄養改善加算 ２０５単位 → ２００単位

○口腔機能向上加算 （Ⅰ）１５５単位（変更なし）
（Ⅱ）１６０単位（変更なし）

○口腔・栄養スクリーニング加算
（Ⅰ）２０単位（変更なし）
（Ⅱ） ５単位（変更なし）

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防通所サービス）③

18

○選択的サービス複数実施加算 → 一体的サービス提供加算
（Ⅰ） ４８０単位 → ４８０単位（新設）
（Ⅱ） ７００単位 → 廃止
【算定要件】 ○ 以下の要件を全て満たす場合、算定。

・ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。
・ 予防通所サービス実施日において、

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうち
いずれかのサービスを実施する日を１月につき２回以上設けていること。

・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定していないこと。

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防通所サービス）④
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19

○サービス提供体制強化加算
要支援１・事業対象者

（Ⅰ）
８８単位（変更なし）

要支援２・事業対象者 １７６単位（変更なし）
要支援１・事業対象者

（Ⅱ）
７２単位（変更なし）

要支援２・事業対象者 １４４単位（変更なし）
要支援１・事業対象者

Ⅲ
２４単位（変更なし）

要支援２・事業対象者 ４８単位（変更なし）

【算定要件】 ※（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）のいずれも、定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。
（Ⅰ）＝事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士 ７０/１００以上

または、事業所の介護職員総数のうち、勤続年数１０年以上の介護福祉士２５/１００以上
（Ⅱ）＝事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士５０/１００以上
（Ⅲ）＝事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士４０/１００以上

または、サービスを直接提供する職員総数のうち、勤続年数７年以上の者３０/１００以上

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防通所サービス）⑤

20

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 要支援１・事業対象者 ２４単位(変更なし)
要支援２・事業対象者 ２５単位(変更なし)

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 要支援１・事業対象者 １８単位(変更なし)
要支援２・事業対象者 １８単位(変更なし)

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 要支援１・事業対象者 ９単位(変更なし)
要支援２・事業対象者 １０単位(変更なし)

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 要支援１・事業対象者 ５単位(変更なし)
要支援２・事業対象者 ５単位(変更なし)

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 要支援１・事業対象者 ４単位(変更なし)
要支援２・事業対象者 ４単位(変更なし)

介護職員等ベースアップ支援加算 要支援１・事業対象者 ４単位(変更なし)
要支援２・事業対象者 ５単位(変更なし)

令和６年度４月の見直し後の基準
（予防通所サービス）⑥

※総合事業は、率での設定ができないため、単位数で設定をしています。
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21

２．令和６年度見直し後の基準について

６月改定
処遇改善加算

令和６年度６月の見直し後の基準
（予防訪問サービス）

22

※総合事業は、率での設定ができないため、単位数で設定をしています。
※算定可能期間： （Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで

改定後
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ〜Ⅲ 変更（別紙２参照）

介護職員等処遇改善加算 Ⅳ 新設（別紙２参照）

介護職員等処遇改善加算 Ⅴ（１）〜（１４） 新設（別紙２参照）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 廃止
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 廃止

介護職員等ベースアップ支援加算 廃止
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令和６年度６月の見直し後の基準
（予防通所サービス）

23

改定後
介護職員等処遇改善加算 Ⅰ〜Ⅲ 変更（別紙２参照）

介護職員等処遇改善加算 Ⅳ 新設（別紙２参照）

介護職員等処遇改善加算 Ⅴ（１）〜（１４） 新設（別紙２参照）

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 廃止
介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 廃止

介護職員等ベースアップ支援加算 廃止

※総合事業は、率での設定ができないため、単位数で設定をしています。
※算定可能期間： （Ⅴ）については、令和７年３月３１日まで

３．運営基準の見直しについて

24
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25

【令和６年４月１日から実施】
○管理者の兼務可能範囲の拡大
○身体的拘束等の適正化（記録の整備を含む）

【令和７年４月１日から実施】
○事業所の重要事項等のウェブサイトへの掲載

など

運営基準の見直しについて

26

〇お帰りの際は出席票をご提出ください

〇質問締切：５月３１日（金）
提 出 先：chouju-ka@city.kita.lg.jp
件 名：「【事業所名】：総合事業質問」

書 式：ケア俱楽部掲載のWordファイル

〇質問回答：６月１４日（金）ケア俱楽部公開

ご清聴ありがとうございました

mailto:chouju-ka@city.kita.lg.jp


2
7

別
紙

１
〜

３
別紙１～３



2024/5/14

1

必要

専門職の支援が必要な方

（具体例）

・本人の疾病や認知症等により、
特に専門職によるサービス提供
が必要な方

・家族の疾病や認知症等により、
サービス提供にあたって専門職
が行うべき特別の配慮が必要な
方 など

老計１０号の身体介護（※1）を提供する場合

毎回、身体介護が
必要な方

（身体介護のみ、または
身体介護＋生活援助）

身体介護のみの日と
生活援助のみの日を

併用している方

いきいき生活援助サービス
２２５単位

予防訪問サービス(従前相当) ２４８単位

不要
（※２参照）

専門職の支援を
必要としない方

※１身体介護の定義は、老計１０号（「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」平成12年3月17日厚生労働省老健局老人福祉計画課長通知）による
※２専門職の支援が不要な方が月１回通院同行を必要とする場合に、いきいき生活援助サービスとの併用が可能です。
・ケアプランにおいて20分以上の身体介護が必要な場合は、身体介護加算Ⅰ又はⅡを付加（ケアプランC表、E表（別紙）に位置づけ）
・専門職によるサービス提供が必要な理由等をケアプランに明記

新規の方

生活援助のみを提供する場合

生活援助員がいる訪問介
護事業所又はシルバー人
材センターへご相談くださ
い。

１４時間の研
修修了者(生
活援助員）が
行うサービスで
す。

生活援助での専門職の
支援の必要性

北区独自訪問型サービスの利用の流れ＜新規利用の場合＞

＋

入浴介助、外出介助、自立生
活支援のための見守り的援助
（利用者と一緒に手助けしなが
ら行う調理など）など

※ケアマネジメントにより利用
するサービスを決定します。

生活援助員により
提供できることを確認

老計10号1-1～5及び1-6の
身体介護を提供した場合

２５単位

老計10号1-1～5のみ又は1-6のみの
身体介護を提供した場合

２０単位

＋

0

専門職の支援が必要な方
（具体例）

・本人の疾病や認知症等により、特に専
門職によるサービス提供が必要な方

・家族の疾病や認知症等により、サービ
ス提供にあたって専門職が行うべき特
別の配慮が必要な方

・訪問介護員が変わることにより本人の
状態が悪化するおそれのある方 など

老計１０号の身体介護（※1）を提供する場合

いきいき生活援助サービス
２２５単位

予防訪問サービス(従前相当) ２４８単位

専門職の支援を
必要としない方

※１身体介護の定義は、老計１０号（「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」平成12年3月17日厚生労働省老健局老人福祉計画課長通通知）による
※２専門職の支援が不要な方が月１回通院同行を必要とする場合に、いきいき生活援助サービスとの併用が可能です。
・ケアプランで20分以上の身体介護が必要な場合、身体介護加算Ⅰ又はⅡを付加（ケアプランC表、E表（別紙）に位置づけ）
・専門職によるサービス提供が必要な理由等をケアプランに明記

継続利用の方

生活援助のみを提供する場合
１４時間の区研
修修了者(生活

援助員）が行う
サービスです。

北区独自訪問型サービスの利用の流れ＜継続利用の場合＞

できるできない
（基盤整備が整うまでの
当分の間の経過措置）

生活援助員がいる
訪問介護事業所又
はシルバー人材セ
ンターへご相談くだ
さい。

提供可能な事業所がない
場合は予防訪問サービス
にします。

必要

毎回、身体介護が
必要な方

（身体介護のみ、または
身体介護＋生活援助）

身体介護のみの日と
生活援助のみの日を

併用している方

不要
（※２参照）

入浴介助、外出介助、自立生
活支援のための見守り的援助
（利用者と一緒に手助けしなが
ら行う調理など）など

※ケアマネジメントにより利用
するサービスを決定します。

生活援助員により
提供できるか？

老計10号1-1～5及び1-6の
身体介護を提供した場合

２５単位

老計10号1-1～5のみ又は1-6のみの
身体介護を提供した場合

２０単位

＋ ＋

提供可能になった
場合はいきいき生
活援助サービスに
変更してください。

1
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別紙１
【参考】改定前の流れ 令和３年10月改正時のフローチャート



改正前 改正後

39単位 70単位
29単位 64単位
16単位 52単位
新設 42単位
新設 63単位
新設 60単位
新設 57単位
新設 54単位
新設 53単位
新設 47単位
新設 47単位
新設 45単位
新設 41単位
新設 40単位
新設 35単位
新設 34単位
新設 29単位
新設 22単位介護職員等処遇改善加算Ⅴ（14）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（7）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（8）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（9）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（10）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（11）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（12）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（1）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

介護職員等処遇改善加算Ⅱ

介護職員等処遇改善加算Ⅲ

介護職員等処遇改善加算Ⅳ

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（13）

令和６年６月の見直し後の基準 （予防訪問サービス）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（2）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（3）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（4）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（5）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（6）
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別紙３別紙２



改正前 改正後
要支援１・事業対象者 24単位 37単位
要支援２・事業対象者 25単位 38単位
要支援１・事業対象者 18単位 37単位
要支援２・事業対象者 18単位 38単位
要支援１・事業対象者 9単位 32単位
要支援２・事業対象者 10単位 33単位
要支援１・事業対象者 新設 26単位
要支援２・事業対象者 新設 27単位
要支援１・事業対象者 新設 33単位
要支援２・事業対象者 新設 34単位
要支援１・事業対象者 新設 31単位
要支援２・事業対象者 新設 32単位
要支援１・事業対象者 新設 32単位
要支援２・事業対象者 新設 33単位
要支援１・事業対象者 新設 30単位
要支援２・事業対象者 新設 31単位
要支援１・事業対象者 新設 26単位
要支援２・事業対象者 新設 27単位
要支援１・事業対象者 新設 26単位
要支援２・事業対象者 新設 26単位
要支援１・事業対象者 新設 23単位
要支援２・事業対象者 新設 23単位
要支援１・事業対象者 新設 28単位
要支援２・事業対象者 新設 29単位
要支援１・事業対象者 新設 22単位
要支援２・事業対象者 新設 23単位
要支援１・事業対象者 新設 18単位
要支援２・事業対象者 新設 19単位
要支援１・事業対象者 新設 22単位
要支援２・事業対象者 新設 22単位
要支援１・事業対象者 新設 17単位
要支援２・事業対象者 新設 18単位
要支援１・事業対象者 新設 18単位
要支援２・事業対象者 新設 18単位
要支援１・事業対象者 新設 13単位
要支援２・事業対象者 新設 14単位

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（10）

令和６年６月の見直し後の基準 （予防通所サービス）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（2）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（3）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（11）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（6）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（8）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（9）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（4）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（12）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（13）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（14）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ

介護職員等処遇改善加算Ⅱ

介護職員等処遇改善加算Ⅲ

介護職員等処遇改善加算Ⅳ

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（1）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（7）

介護職員等処遇改善加算Ⅴ（5）
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